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令和 5 年 10 月改定 

介護保険賦課事務要領 

 

 １ 介護保険料について  

 

１．介護保険料の概要 

    （１）蕨市の第１号被保険者の保険料 ・・・・・・・・・・・２ 

    （２）保険料の納付者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

    （３）保険料の賦課および納付の開始・終了 ・・・・・・・・３ 

  ２．保険料の決まり方 

    （１）保険料段階 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

    （２）保険料の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

  ３．保険料の納め方（徴収方法） 
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１．介護保険料について 

 

１．介護保険料の概要 

 

（１）蕨市の第１号被保険者の保険料 

   令和５年度保険料率（蕨市介護保険条例(以下「条例」という。)第４条）  

 

     第１段階   ３４，１８２円／年（２０，５０９円／年） 

     第２段階   ４４，４３７円／年（３４，１８２円／年） 

     第３段階   ５１，２７３円／年（４７，８５５円／年） 

     第４段階   ５８，１０９円／年 

     第５段階   ６８，３６４円／年 （基準額） 

     第６段階   ８２，０３７円／年 

     第７段階   ８８，８７３円／年 

     第８段階  １０２，５４６円／年 

     第９段階  １１６，２１９円／年 

    第１０段階  １２３，０５５円／年 

    第１１段階  １２９，８９２円／年 

    第１２段階  １３６，７２８円／年 

    第１３段階  １４３，５６４円／年   ※保険料段階及び保険料は 

    第１４段階  １５０，４０１円／年    条例改正の制定により決定する。 

    

 

・実際に賦課する保険料は、１００円単位（１００円未満切り捨て）とする。（条例第４条） 

 

・第１から３段階のカッコ内は、公費投入による軽減後の保険料率を示す。 

 

 

（２）保険料の納付者 

  ①第１号被保険者と第２号被保険者 

    ４０歳以上の者には、介護保険の加入が義務づけられている。 

    ６５歳以上を第１号被保険者という。 

    ４０～６４歳を第２号被保険者という。 
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  ②第２号被保険者の保険料について 

   ・加入している医療保険（国民健康保険、職場の健康保険など）の保険料算定にも

とづき、医療保険料に含めて納める。 

   ・具体的な保険料の算定方法等は、被保険者から各医療保険者に尋ねてもらう。 

 

③第１号被保険者の保険料について 

   ・保険者である各市町村等において、第１号被保険者の保険料の賦課事務を行い、

徴収する。 

   ・被保険者個々について保険料を算定し、被保険者個々が納める。 

   ・医療保険のような被扶養者の保険料免除はない。 

 

  ④６４歳から６５歳になった時の保険料について 

・自動的に第２号被保険者から第１号被保険者になる（被保険者の加入手続き不要）。 

・６５歳の誕生日の前日の属する月の分から、第１号被保険者の保険料を賦課する。

納付はその翌月以降から始まる。６５歳到達より前の月の分までは、第２号被保

険者の保険料を医療保険料に含めて納付する。なお、国民健康保険の場合は、そ

れ以前の月の分までの保険料を年度末まで均等に割り振って納めることになって

いるため、誤って重複して保険料がかかっているのではないかといった問い合わ

せがあるが、これは誤っているわけではない。 

 

（３）保険料の賦課および納付の開始・終了 

  ①賦課開始 

   ・蕨市の第１号被保険者になった日（蕨市外から転入した日、６５歳の誕生日の前

日※）の属する月の分から保険料が賦課される。 

    ※誕生日から計算を開始して次の誕生日の前日が１歳到達日（１年が経過した日）

になるため、６５歳の誕生日の前日が６５歳到達日になる。ただし、納付は、

その翌月以降の開始となる。 

 

  ②賦課終了 

   ・蕨市の第１号被保険者でなくなった日（蕨市外へ転出した日（国外転出は転出日

の翌日）、死亡した日の翌日）の属する月の前月の分まで納付する。 

   ・資格事務における市外転出日の設定方法は次のとおりとする。 

     （ア）転出手続時では、市外へ転出する旨を市に届けた際の転出予定日を資格

喪失日とする。 

     （イ）転出予定日と実際に転出した日（実定日）が異なった場合、資格喪失日

を更正し、必要に応じ保険料の追徴もしくは還付を行う。 
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２．保険料の決まり方 

 

（１）保険料段階 

   所得等に応じた１４段階の保険料段階を設ける。 

（介護保険法施行令(以下「施行令」という。)第３９条、条例第４条） 

  

  

  ①保険料第１段階（基準額である保険料第５段階の金額の 0.5 倍 ※軽減後は 0.3 倍） 

   ・賦課期日（毎年度４月１日、年度途中資格取得者は資格取得日）現在において、 

個人市町村民税（以下「住民税」という。）非課税世帯である老齢福祉年金受給者。 

 

   ・生活保護受給者。 

 

   ・住民税非課税世帯で前年の課税年金収入額＋合計所得金額が 80 万円以下。 

    

 

  ②保険料第２段階（基準額・保険料第５段階の金額の 0.65 倍 ※軽減後は 0.5 倍） 

   ・住民税非課税世帯で前年の課税年金収入額＋合計所得金額が 80 万円超 120 万円 

以下。 

    

 

  ③保険料第３段階（基準額・保険料第５段階の金額の 0.75 倍 ※軽減後は 0.7 倍） 

   ・住民税非課税世帯で前年の課税年金収入額＋合計所得金額が 120 万円超。 

    

 

  ④保険料第４段階（基準額・保険料第５段階の金額の 0.85 倍） 

   ・本人は住民税非課税かつ前年の課税年金収入額＋合計所得金額が 80 万円以下で、

世帯に住民税課税の人がいる。 

    

 

  ⑤保険料第５段階（基準額） 

   ・本人は住民税非課税かつ前年の課税年金収入額＋合計所得金額が 80 万円超で、 

世帯に住民税課税の人がいる。 
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  ⑥保険料第６段階（基準額・保険料第５段階の金額の 1.2 倍） 

・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 120 万円未満。 

 

 

⑦保険料第７段階（基準額・保険料第５段階の金額の 1.3 倍） 

   ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満。 

 

 

  ⑧保険料第８段階（基準額・保険料第５段階の金額の 1.5 倍） 

   ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満。 

 

 

  ⑨保険料第９段階（基準額・保険料第５段階の金額の 1.7 倍） 

   ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 320 万円以上 350 万円未満。 

 

 

  ⑩保険料第１０段階（基準額・保険料第５段階の金額の 1.8 倍） 

   ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 350 万円以上 400 万円未満。 

 

 

  ⑪保険料第１１段階（基準額・保険料第５段階の金額の 1.9 倍） 

   ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 400 万円以上 550 万円未満。 

 

 

  ⑫保険料第１２段階（基準額・保険料第５段階の金額の 2.0 倍） 

   ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 550 万円以上 700 万円未満。 

 

 

  ⑬保険料第１３段階（基準額・保険料第５段階の金額の 2.1 倍） 

   ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 700 万円以上 900 万円未満。 

 

 

  ⑭保険料第１４段階（基準額・保険料第５段階の金額の 2.2 倍） 

   ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が 900 万円以上。 
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本人 世帯 内容 保険

料段

階 

 

 

 

非課税 

 

 

非課税 

・生活保護受給者 

・老齢福祉年金受給者 

・課税年金収入額＋合計所得金額が 80 万円以下 

 

１ 

・課税年金収入額＋合計所得金額が 80 万円超 120 万円以下 ２ 

・課税年金収入額＋合計所得金額が 120 万円超 ３ 

 

 

 

 

 

課税 

・課税年金収入額＋合計所得金額が 80 万円以下 ４ 

・課税年金収入額＋合計所得金額が 80 万円超 ５ 

 

 

 

 

課税 

・合計所得金額が 120 万円未満 ６ 

・合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満 ７ 

・合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満 ８ 

・合計所得金額が 320 万円以上 350 万円未満 ９ 

・合計所得金額が 350 万円以上 400 万円未満 １０ 

・合計所得金額が 400 万円以上 550 万円未満 １１ 

・合計所得金額が 550 万円以上 700 万円未満 １２ 

・合計所得金額が 700 万円以上 900 万円未満 １３ 

・合計所得金額が 900 万円以上 １４ 

・生活保護受給、老齢福祉年金受給の有無や世帯を構成する人は、賦課期日（毎年度

４月１日もしくは年度途中資格取得者は資格取得日）時点で判定し、保険料を決定

する。 

  ・賦課期日以降に生活保護開始となった場合は、開始月より保険料第１段階として月

割計算をもって保険料を再計算する。 

  ・賦課期日以降に老齢福祉年金受給開始となった場合（８月に支給開始）は、当該年

度は賦課期日時点の保険料段階とする。ただし、翌年度は保険料第１段階になる。 

  ・賦課期日以降に生活保護廃止または老齢福祉年金全額停止になった場合でも、当該

年度の保険料第１段階はそのままで変更されない。（賦課期日に遡って廃止または停

止となった場合は変更される。） 

  ・課税、非課税は住民税の課税、非課税である（都道府県民税ではない。） 

  ・非課税とは、保険料の賦課期日の属する年度分の住民税が、所得割、均等割ともに、

税減免によらず（減免前で）に課税されていないことである。 

  ・住民税未申告者は非課税と取り扱う。 

  ・市外転入者（世帯員含む）で他市町村（転入前の住所地）へ所得・税情報の照会を

行っている場合は、暫定的に保険料第１段階を設定し被保険者に保険料第１段階の

保険料を通知する。その後、回答に基づき正式に決定した保険料を通知する。（保険
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料が変更した場合のみ） 

 

・合計所得金額の算出方法は、以下を参照。 

 

 

※合計所得金額から分離譲渡所得の特別控除額を差し引いて算定する。 

 

※第１～５段階は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いて算定する。 

また、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から 10 万円を控除し 

た金額を用いる。 

 

※第６段階以降の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれてい 

る場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から 10 万円を控除した金額 

を用いる。 

 

利子所得　　　 （一部総合） 　収入金額

配当所得　　　　　　 （総合） 　収入金額－負債の利子

不動産所得　　　　　 （総合） 　収入金額－必要経費

事業所得　　　　　 （総合） 　収入金額－必要経費

給与所得　　　　　 （総合） 　収入金額－給与所得控除額

土地建物等以外の （総合） 　総収入金額－（取得費＋
資産の譲渡所得  　　　譲渡費用）－特別控除額

短期

長期 ×1/2

一時所得 （総合） 　総収入金額－支出金額－ ×1/2
　　　　　　　　　　　　特別控除額

雑所得 （総合） 　総収入金額－必要経費

退職所得 （分離） （収入金額－退職所得控除額）
×1/2

山林所得 （分離） 　総収入金額－必要経費－ － ＝
特別控除額

土地等に係る （分離） 　収入金額－必要経費
事業所得等
　◇平成11年度から平成26年度まで適用停止
　◇土地等に係る事業所得（超短期）は平成10年度で廃止

土地建物等の長（短）期 　総収入金額－（取得費＋
譲渡所得の金額 必要経費）
※居住用財産の特例 　総収入金額－（取得費＋

必要経費）

株式等に係る譲渡 （分離） 　総収入金額－（取得費＋
所得等の金額 必要経費）

上場株式等に係る （分離） 　総収入金額－（取得費＋
譲渡所得等の金額 必要経費）

上場株式等に係る （分離） 　収入金額－負債の利子
配当所得

先物取引に係る雑 （分離） 　総収入金額－必要経費
所得等の金額

所得の種類 所得の金額の計算

損
　
　
　
　
　
益
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
算

損
　
益
　
通
　
算

退職所得金額

山林所得金額

土地等に係る事
業所得等の金額

土地建物等の長
（短）期譲渡所得
の金額（特別控

除前）

株式に係る譲渡
所得金額

上場株式等に係
る譲渡所得金額

上場株式等に係
る配当所得金額

総
　
　
　
所
　
　
　
得
　
　
　
金
　
　
　
額
　
　
　
等

先物取引に係る
雑所得等の金額

所
　
　
得
　
　
金
　
　
額
　
　
計

合計所得金額

合
　
　
　
　
計
　
　
　
　
所
　
　
　
　
得
　
　
　
　
金
　
　
　
　
額

繰
　
　
　
越
　
　
　
損
　
　
　
失
　
　
　
額
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（２）保険料の算定 

 

  （基準額×割合／１００）（※１）×加入月数（※２）／１２（※３）－減免額＝保険料額 

 

   （※１） 

    「基準額×割合／１００」は保険料段階の保険料率を表す。 

     ・保険料第 １段階 ⇒ 「基準額× ５０／１００」 

          （軽減後）  「基準額× ３０／１００」 

     ・保険料第 ２段階 ⇒ 「基準額× ６５／１００」 

          （軽減後）  「基準額× ５０／１００」 

     ・保険料第 ３段階 ⇒ 「基準額× ７５／１００」 

（軽減後）  「基準額× ７０／１００」 

     ・保険料第 ４段階 ⇒ 「基準額× ８５／１００」 

     ・保険料第 ５段階 ⇒ 「基準額×１００／１００」 

     ・保険料第 ６段階 ⇒ 「基準額×１２０／１００」 

     ・保険料第 ７段階 ⇒ 「基準額×１３０／１００」 

     ・保険料第 ８段階 ⇒ 「基準額×１５０／１００」 

     ・保険料第 ９段階 ⇒ 「基準額×１７０／１００」 

     ・保険料第１０段階 ⇒ 「基準額×１８０／１００」 

     ・保険料第１１段階 ⇒ 「基準額×１９０／１００」 

     ・保険料第１２段階 ⇒ 「基準額×２００／１００」 

     ・保険料第１３段階 ⇒ 「基準額×２１０／１００」 

     ・保険料第１４段階 ⇒ 「基準額×２２０／１００」 

 

   （※２） 

     加入月数（月割賦課）は以下のような基準で計算される。 

     ・資格取得した場合⇒資格取得日の属する月から年度末までの月数 

       資格取得日・・・６５歳到達日（６５歳誕生日前日）、転入日 

     ・資格喪失した場合⇒賦課期日月（４月）または資格取得日月から資格喪失日

の属する月の前月までの月数 

       資格喪失日・・・死亡日の翌日、転出日 

 

   （※３） 

     月割賦課後（基準額×割合／１００×加入月数／１２）の保険料の確定金額 

（年額）に１００円未満の端数が生じる場合は、その端数金額を切り捨てる。 

（１００円単位で賦課する） 
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３．保険料の納め方（徴収方法） 

 

  受給している年金の金額の違い等によって、特別徴収と普通徴収のいずれかの徴収方

法に決まる。 

 

（１）特別徴収（偶数月・６期） 

（介護保険法(以下「法」という。)第 131、134、135、141 条・ 

施行令第 40～42 条の 2） 

    特別徴収とは、年金保険者（厚生労働大臣、共済組合等）が第１号被保険者に 

公的年金を支払う際（年６回の偶数月１５日頃）に介護保険料を天引きし、市町村 

に納入する方法のこと。 

 

   ①仮徴収額と本徴収額 

   （ア）仮徴収額（４月、６月、８月）の設定 

（法第 140 条・介護保険法施行規則(以下「規則」という。)第 158 条） 

     ・特徴（本徴収）対象者は、保険料確定までの４・６・８月は仮徴収として前

年度２月の天引き額と同額を徴収する。ただし、同額を４・６・８月と徴収

すると１０月以降の徴収額が極端に増減するときは、８月の徴収額を変更す

ることができる。この計算方法については後述する。 

       ８月分の仮徴収額変更・・・６月当初賦課時に新年度保険料を基に８月徴

収額の増額・減額調整をする。 

 

・特徴追加捕捉対象者は翌年４・６・８月のいずれかの時期に仮徴収から特徴 

を開始する（特徴開始複数回化）。 

       ４月または６月に特徴を開始する場合は、前年度の保険料段階を前提に仮 

徴収額を計算する。８月開始の場合は、６月当初賦課計算をうけて決定後の

保険料で７月普徴、８月以降特徴として各期徴収額を計算する。 

 

   （イ）本徴収額（１０月、１２月、２月）の設定 

     ・６月当初賦課時に決定する保険料段階及び保険料年額を反映して設定される。 

       ８月の仮徴収額を調整しない場合の計算式は次のとおり。 

 

       「前年度特徴→今年度特徴」 

（保険料年額－仮徴収額）÷３＝本徴収期割保険料 

（端数は１０月分に上乗せ） 

       「前年度普徴→今年度特徴」 
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保険料年額÷２＝普徴額（7・8・9 月）、特徴額（10・12・2 月） 

（端数は普徴額に上乗せ） 

            普徴額÷３＝普徴期割保険料（端数は 1 期に上乗せ） 

            特徴額÷３＝特徴期割保険料（端数は 10 月分に上乗せ） 

         ※詳細については、「４．納期ごとの保険料の決まり方の②」を参照 

 

②特別徴収対象者確定事務の流れ 

    （ア）年金保険者からの通知（年金保険者→埼玉県国民健康保険団体連合会→ 

市町村） 

      ・当該年の賦課期日（４月１日）現在において、当該年の６月１日から翌年 

５月３１日までの間に支払いを受けるべき年金給付の額が政令で定める額 

（年額１８万円）以上の年金受給者について、５月末に年金保険者（厚生 

労働大臣及び地方公務員共済連合会）から埼玉県国民健康保険団体連合会 

（以下「国保連」という。）を経由して市町村に特徴候補者のデータが送付 

される。 

 

    （イ）特徴対象者の確定と年金保険者への通知（市町村→国保連→年金保険者） 

      ・５月末に年金保険者から国保連経由で送付された特徴候補者のデータと蕨

市介護保険資格データを突合し、調査したうえで特徴対象者を確定させる。 

 

      ・確定したデータに保険料情報を付加し、７月上旬に国保連を経由して年金

保険者に送付する。 

 

      ・このデータに基づき特徴が行われる。特徴の切り替え時期は１０月（本徴

収から）となる。 

 

    （ウ）特徴本徴収及び特徴追加捕捉分の特徴開始時期は次のとおりとなる。 

 捕捉時期（基準日） 特徴開始月 年金保険者への依頼 

１ ４月１日 １０月 ６月当初一斉時 

７月月例時（最終） 

２ ６月１日  

翌年度４月 

 

２月月例 ３ ８月１日 

４ １０月１日 

５ １２月１日 翌年度６月 翌年度４月月例 

６ ２月１日 翌年度８月 翌年度６月当初一斉時 
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【特別徴収にならない事由】 

  ・年度途中（４月２日以降）に本市第１号被保険者の資格を取得（６５歳到達、市外 

転入等）した場合。 

特徴追加捕捉対象者として追加捕捉された場合でも、特徴開始は翌年４月以降と 

なる。 

 

  ・６５歳になって新たに支給される老齢基礎年金が４月に支給されていない場合。 

     年金の支給は、年金支給事務の関係で概ね裁定日から５０日程度要する。このた 

め、２月下旬以降に６５歳の誕生日を迎えるほとんどの人の老齢基礎年金の支給は 

６月（４、５月分）からとなり、４月支給時に支給されず４月１日捕捉の対象外と 

なる。なお、遺族・障害年金については６５歳未満でも受給できるため、該当の場 

合は６５歳到達の直近の基準日に天引き対象として捕捉され得る。 

 

・老齢基礎年金が年額１８万円未満である場合。（仮に老齢厚生年金が１８万円以上

であっても特徴対象にならない） 

     老齢基礎年金がすべての国民が共通に受給するものであることから、この年金

からの天引きが適当であると考え規定されている。 

 

   ・年金保険者への届出住所が住民票住所と異なる場合。 

     届出住所先の市町村に特徴候補者データが行ってしまい、蕨市にはデータが来

ないため、特徴対象者にはできない。 

 

   ・年金担保貸付により４月１日（追加捕捉時はその基準日）年金支給額がない場合。 

 

   ・現況届が未届出であることから４月１日時点の年金支給額がない場合。 

 

   ・国家公務員共済組合、私学共済組合、地方公務員共済組合の加入者のうち大正１

５年４月１日以前生まれ（昭和６１年４月１日年金法改正時に既に６０歳を超え

ている）で昭和６１年４月１日以降に退職した場合。 

  介護保険法施行令４０条の特徴可能な年金には規定されていない退職共済年金

が支給されており、老齢基礎年金は支給されていない。 
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  ③特別徴収停止依頼（市町村→国保連→年金保険者） 

   （ア）特徴対象者について下記の異動があった場合、市町村から特徴停止依頼を国

保連経由で年金保険者へ行う。 

       ・被保険者資格を喪失した場合（死亡、転出、適用除外開始等） 

       ・年次依頼（７月月例処理時）以降保険料が減額した場合（減免決定、保

険料段階更正） 

 

   （イ）住所地特例該当・非該当、仮徴収額変更の異動があった場合。 

 

（ウ）処理時期等については以下のとおり。 

      ・処理時期：月例処理時（データ送付時期：国保連に１０日まで） 

・反映期：偶数月の場合→翌偶数月（例：７月異動→８月月例処理→１０月

年金特徴中止） 

       奇数月の場合→翌々偶数月（例：８月異動→９月月例処理→１２

月年金特徴中止） 

 

  ④特別徴収不能通知（年金保険者→国保連→市町村） 

   （ア）年金保険者から特徴できなかった人の特徴結果が通知される（偶数月の月末）。 

     これに基づき徴収方法を普通徴収に変更する。 

 

   （イ）普徴に変更となるのは通常、特徴停止期の翌日以降となる。 

     [具体例] 年金保険者において特徴できず停止となる事由 

         ・年金担保貸付金の返済が開始された場合 

         ・受給年金の変更があり、対象になっていた年金が停止になった場合 

         ・現況届未届により年金支給が停止された場合。 
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（２）普通徴収（７月～２月の毎月納付・８期） （法第 131 条） 

    普通徴収とは、年金からの特別徴収ができない被保険者について、納付書等によ

り市町村が直接、納入を求めて徴収する方法のこと。 

    介護保険での保険料の徴収方法については、特別徴収による場合を除くほか、普

通徴収によらなければならない、とされている。 

   新規資格取得者は普通徴収から始まる。また、過年度調定は普通徴収となる。 

 

 

  ①普通徴収を行う場合 

    特徴対象者の要件に該当しない（しなくなった）場合 

 

    ・年度途中（４月２日以降）に本市第１号被保険者の資格を取得（６５歳到達、

市外転入等）した場合（特徴追加捕捉対象者として翌年４月以降特徴に変更に

なる場合があるが、当年度中は普徴になる。） 

 

    ・老齢・退職・遺族・障害のいずれの年金も年額１８万円未満の者 

 

    ・年度途中（年次依頼[７月月例処理時]以降）に保険料を変更した場合（減額⇒特

徴停止、増額⇒併用徴収（以下「併徴」という。））。ただし、減額の場合は１２

月月例以降の第６期停止依頼より後になると第６期および翌年度仮徴収は止め

ない。 

 

    ・年度途中に特徴が不能になった場合。（年金の裁定替えがあった場合、現況届未

届、年金担保貸付金返済により年金の支払いがない場合等） 

   

②普通徴収対象者の納付方法 

    納付書納付のほか、口座振替、代理納付（生活保護受給者）がある。 

   納期毎に納める保険料（期別保険料）は１００円単位で端数は最初の納期に積む。 

 

 

 【特別徴収と普通徴収の併用（併徴）】 

   特徴の年次依頼[７月月例処理時]以降、保険料が増額変更となった場合、すでに決定 

している特徴に併せて増額分について普徴を行う。 
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４．納期ごとの保険料の決まり方 

 いずれのケースも、令和３～５年度の保険料第５段階（年額 68,364 円）を例として説明 

する。前提として、「仮徴収、本徴収半額計算による期割パターン」を行っている。 

（仮徴収額＝本徴収額になるように計算する。なお、端数が出たときは最初の納期に積む。） 

 

①特別徴収者の納付パターン 

～仮徴収３期（８月）減額パターン～ 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年額 

特徴額 13,400  13,400  7,400  11,500  11,300  11,300  68,300 

当初賦課時、年額を 2 で割る。 ⇒ 68,364 円÷2＝34,100 円（100 円未満端数切捨て） 

これにより、仮徴収額（4 月～8 月）34,200 円、本徴収額（10 月～2 月）34,100 円となる。 

 ・仮徴収額から 4、6 月分を引く。 ⇒ 34,200 円－13,400 円×2＝7,400 円 

 

 ・本徴収額を 3 で割る。 ⇒ 34,100 円÷3＝11,300 円 

    ≪8 月 7,400 円≫ 

 

～仮徴収３期（８月）増額パターン～ 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年額 

特徴額 11,200  11,200  11,800  11,500  11,300  11,300  68,300 

当初賦課時、年額を 2 で割る。 ⇒ 68,364 円÷2＝34,100 円（100 円未満端数切捨て） 

これにより、仮徴収額（4 月～8 月）34,200 円、本徴収額（10 月～2 月）34,100 円となる。 

 ・仮徴収額から 4、6 月分を引く。 ⇒ 34,200 円－11,200 円×2＝11,800 円 

 

 ・本徴収額を 3 で割る。 ⇒ 34,100 円÷3＝11,300 円 

    ≪8 月 11,800 円≫ 

 

②普通徴収者から特別徴収者に納付方法が変更するパターン（１０月より天引き開始） 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

普徴額    11,400 11,400 11,400       34,200 

特徴額       11,500  11,300  11,300  34,100 

当初賦課時、年額を 2 で割る。 ⇒ 68,364 円÷2＝34,100 円（100 円未満端数切捨て） 

これにより、普徴額（7 月～9 月）34,200 円、特徴額（10 月～2 月）34,100 円となる。 

・普徴額を 3 で割る。 ⇒ 34,200 円÷3＝11,400 円   

≪7 月 11,400 円、8 月 11,400 円、9 月 11,400 円≫ 

・特徴額を 3 で割る。 ⇒ 34,100 円÷3＝11,300 円   

 ≪10 月 11,500 円、12 月 11,300 円、2 月 11,300 円≫ 
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③普通徴収者の納付パターン 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

普徴額    8,800 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500  68,300 

年額を 7 月から翌 2 月までの毎月（年 8 回）に分けて納付する。 

 

 

④年度途中の資格取得者（９月資格取得）  ※普通徴収で１０月から納付開始 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

普徴額       8,200 7,900 7,900 7,900 7,900  39,800 

68,364 円×7／12＝39,800 円（100 円未満端数切捨て） 39,800 円÷5 回＝7,900 円 

 

⑤年度途中の資格喪失者（１２月資格喪失） 

［特別徴収者］ 

（更正前） 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年額 

特徴額 11,200  11,200  11,800  11,500  11,300  11,300  68,300 

 

（更正後） 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年額 

特徴額 11,200  11,200  11,800  11,300  0  0  45,500 

68,364 円×8／12＝45,500 円（100 円未満端数切捨て） 

変更後の年額保険料より天引き額が多い場合は、後日還付される。 

 

 

［普通徴収者］ 

（更正前） 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

普徴額    8,800 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500  68,300 

 

（更正後） 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

普徴額    8,800 8,500 8,500 8,500 8,500 2700 0 0  45,500 

68,364 円×8／12＝45,500 円（100 円未満端数切捨て） 
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⑥年度途中に保険料が減額した者（１０月で保険料段階更正判明「５段階→３段階」） 

［特別徴収者］ 

（更正前） 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年額 

特徴額 11,200  11,200  11,800  11,500  11,300  11,300  68,300 

 

（更正後） 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

普徴額    0 0 0 0 600 500 500 500  2,100 

特徴額 11,200  11,200  11,800  11,500  0  0  45,700 

特徴を中止し、普徴へ切り替える。 

 

［普通徴収者］ 

（更正前） 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

普徴額    8,800 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500  68,300 

 

（更正後） 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

普徴額    8,800 8,500 8,500 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400  47,800 

 

 

⑦特徴追加捕捉者として翌年度４・６・８月より特徴を開始する場合の仮徴収額 

  前年度の保険料額を１２ヶ月（６月開始は１０ヶ月）で割った額に、仮徴収できる月

数を乗じて得た額を、仮徴収期間の年金支払い回数で割った額を１回あたりの金額とする。

（法１３５条第３項・規則第１４９条の２） 

 

 ・４月開始 ⇒ 前年度保険料額（68,364 円）÷12×6÷3＝11,300 円（100 円未満切捨て） 

 ・６月開始 ⇒ 前年度保険料額（68,364 円）÷10×4÷2＝13,600 円（100 円未満切捨て） 

 ・８月開始 ⇒ 当初保険料額÷8（100 円未満切捨て、端数は最初の納期へ）＝普徴 1 期 

       （年額－普徴１期）÷4（特徴回数）＝各期天引き額（端数は普徴１期へ） 
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２．賦課事務について 

 

１．概要 

 

賦課事務は、所得・税情報等を把握して被保険者の保険料を算定し、保険料や納付方法

を被保険者に通知することが主な事務になる。 

 

 

① 保険料算定に必要な情報の把握 

・課税・非課税、所得の把握 

・他市町村所得照会 

１月１日現在の他市在住者、住所地特例者（蕨市税情報では把握できない人） 

については、他市町村に照会し、所得・税情報を把握する。 

・生活保護情報の把握 

市福祉事務所や他市町村より生活保護受給者情報を把握する。 

・老齢福祉年金情報の把握 

市民年金係や日本年金機構事務センター（住所地特例者の場合）より老齢福祉 

年金受給者情報を把握する。 

・境界層該当情報の把握 

市福祉事務所や他市町村より境界層該当者情報を把握する。 

 

② 保険料算定 

・算定要素 

保険料段階 

加入（賦課）月数 

減免額 

老齢福祉年金受給

境界層該当

保
険
料
段
階
　
決
定

①所得・税情報等の把握

―

減
免
額

＝

保
険
料
年
額

②　保険料の算定

基
準
保
険
料
年
額
算
定

×

保
険
料
段
階
の
加
算
・

減
額
割
合

割
合
／
1
0
0

×

加
入
月
数
／
1
2

本人課税・非課税、本人所得

世帯課税・非課税

生保受給
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２．所得・住民税情報等の把握 

 

（１）所得・住民税情報取込 

 ①住民税情報の取込 

  ・概要 

    保険料を算定するためには、先ず、被保険者などの所得・住民税情報を把握する 

必要がある。ただし、この情報を把握するには介護保険独自で行うよりも、税務課 

が既に把握している所得・住民税情報から機械的に取り込む方が合理的である。 

   

  ・システムによる取込 

    毎月２０日過ぎに、税務課にて住民税情報の介護用連携ファイルを作成する。 

   その作業終了を確認後、毎月月末に健康長寿課にて取込処理を行う。 

 

②所得異動処理 

  ・月末に取込んだ住民税情報を基に、毎月月初に賦課計算（異動処理）を行う。 

    前回（前月）の異動処理以降に、所得更正が生じた場合に、それらの住民税情 

報を住民（宛名）コードに基づきバッチ処理を行う。 

 

  ・介護システムでは更新された住民税情報を基に、保険料段階や保険料額を算定し直 

して、賦課情報を作成する。 

 

  ・処理に伴い作成される「個人課税情報異動者一覧表」の内容をチェック・確認・保 

管する。 

 

 

（２）他市町村所得照会 

    住民税は１月１日現在に住んでいる市町村で賦課されるので、その後に住所を異 

動しても、それに伴っての税情報の通知はない。そのため、１月１日時点で蕨市に 

居住していなかった人については税情報は把握できず、住民税を賦課している転入 

前の市町村への個別の調査が必要になる。 

    また、１月１日現在、住所地特例の人は、介護保険上では蕨市の被保険者だが、 

住民税上では現在居住している市町村が管理しているため、税情報を把握できず個 

別の調査が必要になる。 

    他市所得照会には、その年度の保険料を一斉に通知する当初納付通知書（７月送 

付）作成のための年１回の照会（年次・５月下旬）と、その後、新たに市外から転 

入してきた者（世帯員含む）について随時行う照会がある。 
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※照会中の被保険者の保険料段階は、第１段階が暫定的に設定される。 

後日回答に基づき入力することで、正しい保険料段階の設定を行う。 

 

①年次（５月下旬） 

  市外転入者、住所地特例者の照会書類を作成し、他市町村の市税担当課に送付する。 

他市町村から返送されてきた回答書に基づき、所得・税情報を随時入力する。 

 

 ※住所地特例者については、６月初に行う当初賦課計算前に、仮の所得状況をダミー 

入力する。（本来特徴のみの人が、所得段階が変わることで、併徴にならないように 

するため。） 

 

［照会対象者］ 

    賦課期日（４月１日）時点で蕨市介護保険資格を有する者のうち以下要件該当者。 

    ・市外転入者のうち今年１月１日に住所が市外の人（住定異動日が１月２日以降） 

      １、２号被保険者（第２号被保険者は資格管理している者）とその世帯員 

    ・蕨市住所地特例者 

      今年１月１日以前に対象となった人。 

 

②月次 

  市外転入者、住所地特例者の照会書類を作成し、他市町村の住民税担当課に送付する。 

他市町村から返送されてきた回答書に基づき、所得・税情報を随時入力する。 
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（３）生活保護受給者情報把握 

生活保護を受給している被保険者については、保険料段階が第１段階になる。そ

のため、被保険者に関する生活保護の開始や廃止の情報を保護担当課から得て、保

険料算定のもととなる情報として介護保険に取り込む必要がある。 

蕨市住所地特例者（蕨市被保険者であるが他市に住所がある）や他市町村が保護

措置している場合は、住所地の他市町村の保護担当課から生活保護情報を得る必要

がある。 

 

①生保情報の把握・登録（生活支援課→健康長寿課） 

  （ア）①生活保護者で６５歳到達した人、②新たに生活保護を開始した人、廃止にな

った人、を把握するため、①は６５歳到達月の前月初めに、②はその都度、「連

絡票」を保護担当者より預かる。それに基づき、介護保険料を暫定で再計算し

直し、「賦課予定額表」を保護担当者へ渡す。正式に保護の異動が確定した場合

には、「保護開始・廃止等連絡票」を毎月１５日、月末の月２回に保護担当者よ

り預かる。なお、生活保護が停止の場合も、保険料段階は第１段階になる。 

 

  （イ）「連絡票」及び「保護開始・廃止等連絡票」に基づき、介護システムに生活保護

の開始、廃止の入力を行う。 

    ※生保廃止については、年度途中にその事実が分かった場合でも、保険料算定基

準は第１段階のままとし、翌年度の算定時から反映することになる。よって、

廃止入力を行っても当該年度の保険料が変更するわけではない。 

 

②納付通知書等の作成 

    年次処理、月次処理により納付通知書を作成し、代理納付の場合は保護担当者へ 

直接渡す。 
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（４）老齢福祉年金受給者情報把握 

老齢福祉年金受給者とは、昭和３４・３６年の福祉年金・拠出年金制度の発足 

    に伴い、被保険者期間が短いなどの理由により制度的に年金受給資格を満たすこ

とができなかった人に対して支給される年金である。大正５年４月１日以前に生 

まれた人を対象にしているため、年々減少していくことになる。 

老齢福祉年金の受給者（かつ世帯全員の市民税が非課税の人）についても、保 

険料段階は第１段階となる。そのため、国民年金担当者から老齢福祉年金受給 

者の情報を得て、保険料算定のもととなる情報として取り込む必要がある。 

 

・老齢福祉年金情報の把握、登録 

①老齢福祉年金受給者を把握するため、受給情報（老齢福祉年金受給者定時届関 

係連名簿コピーなど）の提供を受ける。 

 

②老齢福祉年金は８月から翌年７月を支給期間としており、各都道府県日本年金 

機構事務センターは毎年 10 月にこの期間の支給金額の決定を行い、通知する。 

この通知において支給決定された受給者は翌年７月まで全額支給停止にはな 

らず、翌年４月１日（賦課期日）時点でも受給されているので、翌年度の保険

料段階は第１段階になる。 

 

③住所地特例者については、住所地の都道府県日本年金機構事務センターに照会 

 を行い受給情報を得る必要がある。 

 

※賦課期日以降に老齢福祉年金受給開始となった場合（８月に支給開始）、当該

年度は賦課期日時点の保険料段階となる。また、賦課期日以降に老齢福祉年金

全額停止になった場合でも、当該年度の第１段階はそのままで変更されない。 

 

（５）境界層該当者情報把握 

本来適用すべき所得段階の保険料を負担すると生活保護が必要となり、より低

い所得段階であれば保護を必要としなくなる場合、当該段階より低い所得段階が

適用されることを境界層措置という。これは、介護保険料の賦課によって、最低

限度の生活水準の維持が困難となり、保護を要する状態をできる限り避けるため

のものである。この措置を受ける人については、この要件に該当する旨の情報を

得る必要がある。また、住所地特例者については、住所地の他市町村の保護担当

課から該当情報を得る必要がある。 
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（６）保険料減免 

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、第１号被保険者又はその 

する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財その他の財産について 

著しい損害を受けたときは、被災月以降１年分の保険料に相当する額について、損 

害の程度に応じて減額する。   

 

 

３．納付（徴収）方法の決定 

 

（１）特別徴収対象者確定（５月下旬～７月下旬） 

    特徴を行うためには、蕨市の被保険者であって、かつ、保険料の天引きに対応で

きる一定額（年額 18 万円以上）の年金を受給していることが必要になる。 

そのため、毎年５月下旬に年金保険者から送られてくる年金天引き候補者（特徴

候補者）情報を蕨市が管理している介護保険の資格情報と突合した後に内容のチェ

ックを行い特徴対象者を確定する。 

確定した特徴者の情報は年金保険者に送付する。特徴確定者の情報を受けた年金

保険者はこの情報に基づき年金からの天引きを１０月から行う。 

 

 ①突合処理 

５月下旬に年金保険者から送られてくる特徴候補者（当該年４月１日現在で蕨市在 

住、６５歳以上、老齢・退職・遺族・障害年金が 18 万円以上の年金受給者）情報と

第１号被保険者資格情報を基礎年金番号、カナ氏名、生年月日、性別で突合させる。 

 

・年金番号、カナ氏名、生年月日、性別がすべて突合した人には、徴収方法が特徴で

あることを記載した納付通知書を７月中旬の当初一斉送付時に送付する。 

 

・なお、不一致になった人には、徴収方法が普徴である納付通知書を７月中旬の当初

一斉送付時に送付する。 

 

②内容確認・調査 

・突合した結果、カナ氏名などが不一致になった人の調査リストに基づき、住所等

を確認し同一人かどうかの調査を行う。（７月月例まで） 

調査リスト…「住記のみリスト」「特別徴収対象者一致リスト」「年金保険者のみ

リスト」 

 

・調査の結果、同一人と確認できた人については、システムより入力して、徴収方
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法を特徴とする。 

 

③納入通知書の作成・送付 

・年次処理、月次処理により納付通知書を作成し、被保険者へ送付する。 

 

④特徴確定者情報の送付（健康長寿課→国保連→年金保険者） 

・７月月例時の特徴確定者のデータを７月中旬までに国保連経由で年金保険者へ 

送付する。このデータに基づき、年金保険者は１０月より天引きを行う。 

 

※特徴対象者データの送付が複数回化するため、１２､２､４月に、追加捕捉対象者に 

ついて同様の事務を行う。 

 

（２）特別徴収異動情報（特別徴収停止、仮徴収額変更、住所地特例該当）の送付 

（健康長寿課→国保連→年金保険者） 

特徴対象者の資格喪失などによる特別徴収停止や仮徴収額変更、住所地特例該当 

等の異動情報は、年金保険者へ通知する必要がある。通知を受けた年金保険者は、 

通知内容に基づき天引き停止、仮徴収額変更を行う。これらの異動によって納付方

法が変更した場合には、被保険者に納付通知書を送付し通知する。 

 

①特徴異動情報の送付 

（ア）特徴停止 

資格喪失や、年次依頼以降の減免・税額更正などで保険料を減額するときは、

特徴を停止し、対象者について年金保険者へ特徴停止情報を送付する。 

※特徴対象者の捕捉は複数回化するが、いったん停止した特徴は翌年度まで（年

次捕捉まで）は復活しない。 

 

（イ）住所地特例該当 

住所が他市に異動して新たに住所地特例に該当した場合は、引き続き蕨市の介 

護保険者資格を有し特徴対象者であることを通知する。ただし、いったん市外

転出して無資格になってから特例対象者であることが判明した場合は、無資格

になったあとで賦課の月例確定処理や特徴停止依頼処理を経ると特徴は止まる。 

※（ア）（イ）の情報の送付時期 

年金保険者…各月上旬（月例処理の保険料確定処理時） 

 

（ウ）仮徴収額変更 

６、８月分仮徴収額は原則４月分仮徴収額と同額だが、①前年度より保険料段
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階が上下した、②保険料年額が増減した、③前年度の本徴収額の期割額が確定

年額の期割り額に比して極端に違う などが原因で当該年度の仮徴収額合計が

年額の半額から離れているとき、当該額を変更（仮徴収額変更）する。この仮

徴収額変更情報も年金保険者へ送付する。 

送付時期…4 月 11 日（2･3 期変更→4 月 1 日時点生保受給者・減額のみ）、

6 月 11 日頃（3 期変更） 

 

・年金保険者の特徴停止、仮徴収額変更の処理には通知から２か月要する。偶数

月の１１日頃に通知した分は翌々月の特徴停止、仮徴収額変更に反映される。 

 

②納付通知書の作成・送付 

・月次処理により異動内容を反映した納付通知書を作成し、被保険者へ送付する。 

 

（３）特別徴収不能情報の受理（年金保険者→国保連→健康長寿課） 

年金の支給内容によっては保険料の天引きが不能になるケースもあり、その情報が 

偶数月下旬に送られてくる。特徴不能となった方については徴収方法を普徴に変更

する。 

 

① 特徴不能情報の受理（年金保険者→国保連→健康長寿課） 

偶数月下旬に年金保険者から送られてくる。特徴不能のケースとしては以下のよう

なものがある。 

・受給している年金種別が変更になった場合（老齢基礎年金から障害基礎年金へ

切り替えた場合など） 

・年金支払を差し止め、保留した場合（現況届の未届など） 

・年金額が基準額以下に減額もしくは支給がなくなった場合（年金担保貸付など） 

 

②納付通知書の作成・送付 

・月次処理により異動内容（普徴に変更）を反映した納付通知書を作成し、 

被保険者へ送付する。 

 

（４）普通徴収対象者の納付方法 

普徴対象者の納付方法には、納付書納付、口座振替、代理納付（生活保護受給者）

がある。 

 

①納付書による納付 

口座振替、代理納付の納付方法によらない場合は、納付書による納付になる。 
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月次処理により納付書を作成し、被保険者へ送付する。 

 

②預貯金からの口座振替 

被保険者等の金融機関等への口座振替依頼に基づき、口座振替情報の入力を行う。 

 

③代理納付 

生活保護受給者を対象として、生活支援課が被保険者の代理で保険料を納付する。 

 

 

 

４．保険料算定と納付通知書作成・送付 

 

６月（年次処理）とそれ以後各月（月例処理）に、各種異動（資格や所得・税情報の

異動、減免の決定等）を反映した保険料や徴収方法を確定することを賦課確定という。

賦課確定に伴い作成される「介護保険料納付通知書」は被保険者へ送付する。 

手順としては、先ず所得・税の異動情報を取り込む。次に、確定処理の中で資格や減 

免適用等の異動に伴う保険料・徴収方法を確定させ、納付通知書を作成する。 

なお、賦課に関しては遡及年限が２年になっており、２年以上前の異動データが入力

されても賦課は確定しない。遡及年限の考え方に関しては「５．保険料の遡及賦課」を

参考。 

 

①賦課確定処理 

（ア）資格異動や減免決定等により作成されていた未確定賦課情報と、月例前所得異動

処理及び特徴停止処理（特徴不能対象者について普通徴収開始対象者として調定

計算を行い未確定賦課履歴を作成した処理）を経た未確定賦課情報に対して賦課

確定処理が行われる。 

 

（イ）これによって未確定賦課が確定賦課情報となり保険料や徴収方法、月割保険料が

決定する。また、この賦課情報をもとに収納データが作成、更新される。 

 

② 納付通知書の送付 

新規資格取得者（生活保護受給者以外の６５歳到達者、市外転入者）・所得更正者等

の納付通知書は、業者が印刷・封入の作業を行い、健康長寿課で案内通知を封入・封

緘したうえで、被保険者へ送付する。 
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〔賦課確定処理に伴い作成される帳票、リスト〕 

  ・納付通知書 

  ・更正決定通知書 

  ・納付通知書出力対象者一覧 

  ・賦課更正理由別該当者一覧表 

  ・賦課対象者チェックリスト 

  ・保険料額変更対象者一覧表 

 

 

 

５．保険料の遡及賦課 

 

1. 遡及賦課が発生する理由 

過去に遡って保険料設定の基礎となる事実が変更されることにより、保険料額の遡 

及変更が必要になる。 

・ 被保険者が転入を遡って行った場合 

・ 被保険者の所得が判明するなど、所得更正が行われた場合 

・ 世帯員の課税状況が変更した場合              など 

 

2. 遡及の年限（いつまで賦課の調定額を変更できるのか）の考え方 

保険料の徴収権の消滅時効との整合性を図る観点から２年を上限に遡っての賦課の 

更正を行う。ただし、保険料の賦課は年度単位で行う。 

【参考】（2002.6.4 全国課長会資料より抜粋） 

賦課権に係る期間制限 

保険料の徴収権は、２年の消滅時効が適用される（※１）のに対し、徴収の前段階である保険

料の賦課決定や更正については、法上、期間の定めはないが消滅時効の期間に合わせて２年と

解することが適当である。したがって、賦課期日現在に被保険者である場合には第１納期限の

翌日（※２）から、賦課期日時点で被保険者資格を取得していない場合には保険料を課すこと

ができることとなった日の翌日（※３）から、それぞれ２年以上経過した後は、当該年度の賦

課権が存在しない。 

 ※1 介護保険法 200 条。 

 ※2 特別徴収の人は 5 月 11 日頃（公金として収納される日の翌日）、普通徴収の人は 8 月 

1 日。 

 ※3 資格取得日の翌日。 
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上記の考え方に基づいた、保険料賦課の修正年限 

＜平成 31 年度賦課額の修正期限＞ 

平成 31 年度 令和元年度 令和 2 年度 

年度当初有資格で普通徴収の人 

および 4/2～7/31 資格取得者 

8/1 

  

 

     7/31 

年度当初有資格で特別徴収の人 

5/11 

  

   5/10 

  8/1～3/31 資格取得者 

       資格取得日 

  

       資格取得日＋2 年 

 

3. 修正期限の解釈 

異動の種類 考え方 

生保 連絡票記載の生保の受給開始・廃止等の決定

年月日 

所得 申告を受け付けた日 

転出入日等住記関連 

①住記システムからの異動 

②資格履歴修正による異動 

③住記システムで届出日が設定されない異

動（改製、目視修正等） 

 

①市民課に届出のあった日（届出年月日） 

②介護窓口に届出のあった異動の場合はそ

の日 

③入力処理日（システム日付） 

 

 

■平成 27 年度からの遡及賦課の取扱いについて 

これまで、介護保険料の賦課に係る更正については、保険料等の債権の消滅時効が 2 年

と規定されていることを踏まえ、更正を 2 年間まで遡って行う運用が一般的とされていた

が、平成 27 年度の法改正により、介護保険法における保険料の賦課について期間の制限が

明確になり、新たに保険料の賦課について除斥期間が設けられた。具体的には、新設され

た介護保険法第 200 条の 2 において、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険

料の納期の翌日から起算して 2 年を経過した日以後についてはすることができない旨が規

定されている。 

本改正の施行日は、平成 27 年 4 月 1 日であり、施行日以後に最初の納期を迎える保険料

から適用される。 
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■平成 26 年度までの介護保険料の減額賦課について 

平成 27 年度以降の保険料賦課の期間制限が 2 年と法定されたことに伴い、平成 26 年度

までの介護保険料の減額賦課については、前述「2.遡及の年限の考え方」の規定に関わらず、

以下のとおり取扱うものとする。 

 

①平成 26 年度賦課分までの保険料減額について、申請により、理由によらず賦課の期間制

限を 5 年とする。 

②平成 26 年度までの保険料について平成 22 年度からの 5 年間を減額賦課の期間とする。 

③取扱いは平成 27 年 4 月 1 日からとする。 

④2 年を超える減額賦課については被保険者からの申請に基づき行う。（申請がない場合は

2 年の対応） 

 

 

【参考】（平成 25 年 6 月 14 日 厚生労働省老健局介護保険計画課長通知 抜粋） 

介護保険料の賦課権に係る期間制限の取扱いについては、介護保険法に規定がないとこ

ろであり、「保険料滞納者に対する保険給付の制限等に係るＱ＆Ａ vol.3」問 15（全国介護

保険担当課長会議（平成 14 年 6 月 4 日開催）資料 No.2。参考 1）でお示ししているとこ

ろです。このＱ＆Ａは、保険料を新規に（増額して）賦課する場合の取扱いを示したもの

ですが、減額して賦課する場合にも同様に 2 年の期間制限を適用する取扱いが多くの保険

者で行われてきました。 

・・・当面、下記のとおり取り扱うこととしましたので、管内市町村等に周知を図るよ

うよろしくお願いします。 

１．保険料賦課額を減額する場合の取扱い 

第 1 号被保険者の保険料賦課額については、地方税の課税標準の減額等が行われた場

合には、介護保険法第 200 条第 1 項に定める保険料を徴収する権利の消滅時効の 2 

年を超えて、遡って保険料賦課額を減額できる。なお、地方税の課税標準又は税額を減

少させる賦課決定は、地方税法第 17 条の 5 第 4 項の規定により 5 年以内とされているこ

とから、この場合は、5 年程度遡った減額が想定されることとなる。 

２．保険料賦課額を新規に又は増額して賦課する場合の取扱い 

保険料賦課額を新規に又は増額して賦課する場合については、上記のＱ＆Ａのとおり、

保険料を徴収する権利の時効の 2 年まで遡って行うことができる。 

 

参考１ 

全国介護保険担当課長会議（平成 14 年 6 月 4 日開催）資料 No.2（抜粋） 

＜保険料滞納者に対する保険給付の制限等に係るＱ＆Ａ vol.3＞ 

（賦課権の期間制限について） 
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(問 15) 保険料の賦課権の期間制限は 2 年と解してよいか。また、賦課権の期間が 2 年

であれば、2 年以上遡って資格取得を行った場合には、2 年以上前の保険料は

賦課することができないが、給付額減額期間の算定の対象とはならないのか。 

（回答）保険料の徴収権は、2 年の消滅時効が適用されるのに対し、徴収の前段階であ

る賦課決定や更正については、法律上、期間についての定めがなされていな

いが、賦課権についても、消滅時効の期間等に鑑み、2 年の期間制限によるも

のと解される。 

したがって、賦課期日現在に被保険者である場合には第 1 納期日の翌日か

ら、賦課期日時点で被保険者資格を取得していない場合には保険料を賦課す

ることができるようになった日の翌日から、それぞれ 2 年以上経過した後は、

当該年度の保険料についての賦課権が存在しないため、そもそも保険料徴収

権が発生しておらず、給付額減額期間の算定の対象とはならない。 

 


